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「平成 24年 土地白書について」 

 
国土交通省土地・建設産業局 総務課 調整室長 

小善 真司 

 
 ただ今ご紹介いただきました、国土交通省土

地・建設産業局総務課調整室長の小善でございま

す。皆様方におかれましては、日頃より国土交通

行政に多大なるご理解、ご協力をいただき感謝申

し上げます。それでは、早速ではございますが、

本日は「平成 24 年 土地白書」ということで、ご

説明の方を始めさせていただきたいと思います。

お手元の方にパワーポイントの資料と本体がござ

いますが、両方を行ったり来たりしながら、ご説

明をしたいと思います。 

 

 まずパワーポイントの資料ですが、１枚めくっ

ていただきますと、土地白書の構成が書いてござ

います。一番上に「土地白書は土地基本法に基づ

き毎年国会に提出」と書いてございますが、いわ

ゆる法定白書というものでして、法律に基づき、

毎年閣議決定して国会に提出することになってい

るものでございます。今年につきましては、６月

15 日に閣議決定をして、国会に提出した次第でご

ざいます。構成は、１部、２部、３部に分かれて

おります。１部は土地に関する動向でして、第１

章と書いてあるところでは、まず直近１年間の不

動産市場の動向を説明しまして、その後、その時々

に応じたテーマを設定して分析を行うというもの

でございます。本年は、「不動産の価値向上と市場

の整備」というものと、「東日本大震災後の不動産

を巡る状況」ということで、２つのテーマを設け

て分析をしているところでございます。２部、３

部は平成 23 年度に講じた施策と、平成 24 年度に

講じようとする施策でございます。本日はその第

１部を中心に説明をさせていただきたいと思って

おります。また、本体の資料は、国土交通省のホ

ームページ「土地総合情報ライブラリー

（ http://tochi.mlit.go.jp/sosiki-yosan-hakus

yo/tochihakusho）」の中に全文載っておりますの

で、ご覧頂ければと思います。 

 

 それではまず、パワーポイントの２ページでご

ざいますが、「平成 23 年度の地価・土地取引等の

動向」でございます。 

 左上が地価変動率の推移でございます。色の濃

いところは前年よりも下落率が拡大したり、上昇

率が縮小したりしているところで、薄いものは下

落率が縮小したり、上昇率が拡大しているところ

でございます。平成24年はご覧いただきますと前

年よりも、全国、三大都市圏、地方圏を含めて、

下落はしているものの、下落率が縮小していると

いう状況でございます。もう少し詳しく、本体の

９ページを見ていただきますと、図表 1-2-4 は半

期毎に分けたものでございますが、住宅地と商業

地が分かれておりまして、24年公示のところの23

年前半と23年後半を見ますと、前半よりも後半の

方の下落率がさらに小さくなっております。商業

地 を見ても同様の傾向がございます。 

 同じく本体の11ページに、いわゆる「地価LOOK

（図表 1-2-6）」がございます。主要都市の高度利

用地を四半期毎に調査しているわけでございます

が、これは色の濃いところが、その期の最も地区

数が多いものでして、下落から段々横這いの方に

移ってきている様子が分かるかと思います。これ

は四半期毎で、白書は平成23年度のデータまでし

か載せていませんが、平成24年の第１四半期では

さらにその傾向が強まっておりまして、下落して

いる地点が減少してきて、さらに横這いや上昇の

地点が増えてきているという傾向にございます。 

 パワーポイントの資料に戻っていただきまして、

その他、本文にはいくつか色々な指標を載せてお

りますが、代表的なものとして、新設住宅着工戸

数を左下に載せております。平成23年の新設住宅

着工戸数は83万戸ということで、リーマンショッ

ク後大きく落ち込んで、徐々にではありますが、

エコポイントやフラット35Sの金利引き下げなど、

色々な政策効果もあって、少しずつ持ち直してき

ているという状況でございます。ただ、それ以前

の 100 万戸とか 120 万戸というものから比べます

と、まだまだ遠いというものでございます。平成
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24 年に入りましても、４月は若干高めの水準にな

りましたけれども、５月は年率換算で90万戸くら

いの戸数になっております。 

 また右上が、企業の現在の土地取引状況の判断

に関するDIでございまして、これは、活発と答え

た人から不活発と答えた人を引いているものでし

て、全体としてはマイナスではございますが、リ

ーマンショック後落ち込んでから、徐々に戻って

きてはいたのですが、最近は横這いのような状況

になっているというところでございます。次がオ

フィスビルの空室率でございます。これも東京 23

区で見ますと横這い、ただ大阪、名古屋は若干低

下傾向が続いているというような状況でございま

す。本文には他にも数字が載っておりますが、概

ね地価や土地取引の動向を見ますと、徐々に良く

はなってきて回復傾向にあるものの、一時期の水

準にはまだ戻ってないということが言えようと思

います。 

 

 続きまして、次からテーマの話になるわけです

が、３ページから「不動産の価値向上と市場の整

備」ということで、今年このテーマを取りあげま

したのは、我が国は老朽不動産ストックが増えて

いくなかで、そういうものを更新するなり、再生

していかないといけないという問題意識がござい

まして、その中で不動産の投資市場や中古住宅流

通市場のどういうところに課題があるのかを分析

して見たものでございます。まず、「不動産の価値

向上の必要性」の背景でございますが、３ページ

の左上を見ていただきますと、法人所有の建物の

建築の時期別ストック量がございます。事務所、

店舗、倉庫と書いてありますが、線が引いてある

ところが、昭和55年以前のストック量でございま

して、いわゆる56年が旧耐震基準から新耐震基準

に基準が変わったところでございますので、概ね

この線より左側が旧耐震基準時代に建てられたも

のでございます。旧耐震基準時代のもの全ての耐

震性が劣るというわけではございませんが、やは

りそういう可能性がそれ以降のものよりは高いで

すし、さらに耐震診断もなされていないものが多

くございます。宗教施設などは古いので、そこは

高くなっておりますけれど、一番下を見ていただ

きますと、利用していない建物ですと、半分を超

えております。古いから利用されていないという

こともあろうかと思います。その下が、住宅の建

築時期別ストック量でございまして、ここも昭和

55年のところで括りますと、32%ということで、住

宅につきましてもストック全体の 32%がいわゆる

旧耐震基準に建てられたものだというものでござ

います。こういう建物の更新が必要だろうと我々

は思っているところでございます。 

 右側が、不動産の投資家に対して、「築何年まで

の建物であれば投資対象と考えていますか」とい

うことをお聞きしたものでございまして、築30年

を過ぎると９割の方はもう投資対象として見ない

というものでございます。築 25 年から 30 年のと

ころで大きく落ち込んでいます。いわゆる旧耐震

から新耐震に切り替わってから、現在、概ね30年

くらいでございますから、そういう影響もあるか

と思っております。 

 他にもいくつかデータがございまして、本体の

44ページを見ていただきたいのですが、図表2-1-3

が主要な価格形成要因のキャップレートに対する

弾力性でございます。概ね一番上の方に書いてあ

る線が、築年数でございまして、19、20 年を除い

て、駅からの距離や規模というものより、築年数

がキャップレートに対して大きな影響を与えてい

るということが言えると思います。さらに、次の

45 ページでございますが、図表 2-1-5 が、投資法

人J-REITが保有するオフィス物件の平均築年数の

分布です。これもやはり、J-REIT の性格というこ

ともあるのですが、やはり築浅のものが多いとい

うことになっております。ということで、古いと

耐震診断もなされておらず、また耐震性の劣るも

のについては、やはり投資対象にもなりにくく、

なかなか使われにくい、投資もされにくいという

ことで、ますます古いストックがたまっていくと

いう状況があろうかと思っております。 

 そういうものの価値の向上を図っていく必要が

あろうということで、次にパワーポイントの４ペ

ージが、不動産の価値の向上を図っていく際に、

どういう観点を重視されるのかということを見た

ものでございますが、一つは左上の図でございま

す。やはり震災もございまして、企業が事業継続

ということを考えたときに、どういう基準で不動

産を選定しますか、ということを聞いたものでご

ざいまして、これは震災後の平成23年のアンケー

トでございます。そういう時期でもありまして、

やはり「建築の耐震性能」が一番高くなっており

ます。本体の49ページを見ていただきますと、今

度は不動産の投融資でございます。図表 2-1-9 で

ございますが、不動産の投融資の判断における安

全・安心に関する諸要素の重視度ということで、

それぞれの項目について、これまでどうでしたか

と、今後はどうですかということをお聞きしたも

のでございまして、一番上が「建築物の耐震・免

震・制震」です。これも元々60%強の方が大いに重

視する、重視すると答えていたのですが、それが

さらに高く86%以上に高まっています。 

 次は今回の震災のこともありまして、「地盤の良
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否（液状化）」に関心が高まっているということで

す。従来は、重視する方が５割くらいということ

で、耐震性能に比べますと、少なかったのですが、

今後ということについては、耐震性能と同じくら

い重視する方が増えています。同じように「自然

災害のリスク」ですとか、「ビルマネジメント（災

害時の対応）の実施状況」ということについて、

やはり今後重視する方が大きく増えているという

ことが見てとれようかと思っております。 

 次に、もう一つ震災後の大きな関心の高まりと

して、環境の問題があろうかと思っております。

本体の50ページでございます。我が国の部門別CO2

排出量ですが、主に住宅、家庭部門で15.3%、業務

その他部門、いわゆるオフィスビルなどの分野で

19.3%ということで、住宅とかオフィス、このあた

りで大体 1/3 の CO2 を排出しているということで

ございます。そこの改善を図っていくというのが

CO2削減という意味でも大きな意味があります。 

パワーポイントの４ページの方に戻っていただき

ますと、左下に不動産の投融資判断における環

境・持続性に関する諸要素の重視度ということで、

これも先ほどの安全の話と同様、これまでどうで

したか、今後はどうですかということをお聞きし

たものでございます。先ほどの耐震などは、これ

までも重視しているという方がある程度いたので

すが、ここの環境を見ていただきますと、「省エネ

性能」につきまして元々は26%くらいしか重視する

と答えていなかったのですが、今後についてはや

はり７割くらいの方が重視するということになっ

ております。さらに「建築物のサービス性能」、こ

れは省エネルギー性能より元々重視する方が多か

ったのですが、今後についても増えておりますけ

ど、省エネより下になっているということで、全

体として見ますと他の項目と比べて、省エネ性能

について今後重視するという方が大きく増えてき

ているということでございます。 

 右側が今度は環境不動産に現在入居している理

由をお聞きしたものでございます。環境不動産と

いうのは、明確な定義を持ってここで聞いている

わけではないのですけれど、環境に配慮した設計

なり、対策がなされているビルを環境不動産とい

うことで、どうしてそういうところに入居してい

るのですかと聞いたものでございます。平成23年

は震災後のアンケートですけれど、大きく増えて

いるのが「光熱費等のコスト削減効果」というと

ころが伸びているということでございます。平成

22 年を見ますと、上から２つ目には「会社のイメ

ージアップ」や「会社の CSR を考慮」ということ

で、どちらかといいますと、企業のイメージとか

社会的責任という観点からそういうものを重視し

ていたのですが、震災後におきましてはエネルギ

ーの問題もありまして、実際の光熱費等のコスト

削減、実利と言いますか、そういうものを求めて

環境不動産に入居するという方が増えておりまし

て、そういう機運が出てきているということが言

えようかと思います。 

３、４ページを通しまして、全体として老朽不動

産があるなかで、耐震性や環境性能などを重視し

て、価値の向上を図っていく必要があるというこ

とを述べているわけでございます。 

 

 続きまして５ページでございます。さらに市場

の話のなかの一つとして、まず不動産投資市場の

活性化を図っていく必要があるということを述べ

ております。本体の方の55、56ページをご覧いた

だきたいのですが、本文ではまず不動産投資市場

の役割ということを書いてございます。55 ページ

の方は、いわゆる不動産証券化というのは、リス

クを小口化して細分化しますので、例えばそうい

う古いビルを建て替えるとか、大規模に更新して

いくという、若干リスクが大きくなるプロジェク

トに対して、資金供給という面で役立つというこ

とでございます。不動産投資市場が機能すること

で、そういう老朽不動産の再生という面でも役立

っていくということがあるだろうと思っています。

56ページのグラフ（図表2-2-1）でございますが、

これはいわゆる開発資金を証券化によって調達す

る、開発型証券化の実績でございます。金額、件

数ともリーマンショック前までは順調に伸びてお

ったのですが、平成20年のリーマンショック後に

ガクンと落ち込みまして、若干戻りつつあるもの

の、以前ほどには戻っていないということでござ

います。もう一つ56ページのグラフの下に書いて

あることでございますが、不動産投資市場と言い

ますのは、これは基本的に投資家から資金を集め

ますので、投資家に対して色々な収益、運用成績

を当然説明をしなくてはいけないということで、

経営の効率性が図られて、さらに物件の価値の向

上を図っていくという、そういうインセンティブ

も働きます。さらに収益を向上させていこうとい

う動きに繋がっていくことで、広く投資家からお

金を集めるという性格自体から、不動産の価値の

向上を図っていくインセンティブというものが組

み込まれているというのが不動産投資市場ではな

いかと思っております。 

 それでパワーポイントの５ページの方に戻って

いただきますと、なかなかそういう役割を数字で

表すものが無いのですが、一つは左上の円グラフ

でございます。日本政策投資銀行のグリーンビル

ディング認証の制度というものがあるわけでござ
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いますが、これは平成 24 年４月時点で 44 件です

が、その内 19 件は J-REIT が持っているというこ

とでございます。世の中の物件の中でJ-REITが持

っている割合というのは遙かに小さいのですけど、

やはりこういうグリーンビルディング認証という、

環境に優しい良いものというところにおいては相

当な割合を占めおります。やはりそういう投資市

場に物件を出すということになると質の向上が図

られていくという傾向があるのではないかという

ことで、このグラフを載せているところでござい

ます。 

 その下でございますが、不動産証券化市場全体

で、毎年どれだけ不動産の証券化がなされたかと

いう実績でございます。これは J-REIT、不動産特

定共同事業、TMK、GK-TK などを全部足したもので

ございます。平成19年度までは大体９兆円近くま

で順調に伸びておったのですが、平成20年のリー

マンショックでガクンと落ち込みまして、それ以

降、徐々に回復してはいるのですが、まだ平成 23

年度で２兆ということで、これは10年前くらいの

数字にしかなっていないということでございます。 

 ただ、日本の証券化市場は、まだまだ小さいと

言われておりまして、この右上を見ていただきま

すと、右側の方が、世界各国の収益不動産市場の

規模でございます。アメリカが 530 兆余りで、日

本が 200 兆、イギリスが 100 兆ということで、日

本はアメリカの４割ありますし、イギリスやフラ

ンスの２倍あるわけです。ただし、今度は左で、

上場REIT市場の規模を見ますと、日本は４番目で

して、アメリカの1/50になりますし、日本より遙

かに収益不動産の市場規模の小さいオーストラリ

ア、フランスより小さくて、日本の半分ぐらいの

収益不動産市場規模であるイギリスと同じくらい

ということでございます。まだまだ潜在的には、

収益不動産を証券化していく余地があるのではな

いかと思っています。 

 日本の証券化市場は色々課題が指摘されておる

わけでございますが、次にパワーポイントの６ペ

ージでございます。左上が、用途別の不動産証券

化の実績の割合です。これは平成９年度から採っ

ておりますが、オフィスがずっと相当な割合を占

めておりまして、近年徐々にオフィス以外にも住

宅や倉庫などの他の用途のものが増えております。 

 ただ、その右側がアメリカの上場のREITの株式

時価総額の用途別割合でございます。アメリカの

場合は、オフィス、商業、住居というのは当然あ

るのですが、ホテルとか個人用倉庫、ヘルスケア

さらに森林というようなものも相当な割合ござい

まして、アメリカに比べますと、まだまだ日本の

証券化の対象資産の多様性が小さいのではないか

なと思っております。 

 証券化につきましてもいくつかデータがござい

まして、本文の62ページをご覧いただきたいので

すが、62 ページは、対象物件の東京以外での拡大

が必要だろうということを述べているのですが、

その前提として図表 2-2-8 は、これはいわゆる旧

耐震基準、56 年以前に竣工したオフィスストック

の割合を主要な都市別にグラフにしているのです

が、大阪、名古屋、札幌、福岡などは平均より高

い。特に札幌や福岡は４割以上ということで、平

均より高くなっている。その原因が何かというの

は、にわかに分からないのですが、地方の都市に

もそういう老朽のストックは結構あります。 

 ただ、そうは言いながら、次の63ページでござ

いますが、証券化の手法がどの都市で活用されて

いるかということで、図表 2-2-9 が証券化の対象

として取得された不動産の所在地の件数割合でご

ざいます。平成 22 年度ですと東京が 66.0%、平成

23 年度でも 58.8%を占めております。ということ

は、証券化というものが活用されているのは東京

が中心になっているということです。さらに図表

2-2-10は、J-REIT が取得した物件です。証券化の

中でもJ-REITに着目して集計したものでございま

すが、これはやはり東京に集中しております。平

成21年度に少し上昇して68.9%ということですが、

これはリーマンショック後に東京に集中したので

はないかと思っております。その後平成22年度に

一旦下がりましたが、平成23年度においてもまだ

６割程ございまして、東京以外の所へも証券化手

法を使っていくということが一つ課題だろうと思

っております。 

 パワーポイントの６ページへ戻っていただきま

すと、左下にあるのが、エリア毎の不動産の投融

資姿勢でございます。国内の三大都市圏につきま

しては、やはり「拡大する」という投資家が一番

多くなっておるわけですが、地方圏を見ますと、

「拡大する」という投資家は8.7%､逆に「縮小する」

という投資家が 12.6%ということで、「縮小する」

が「拡大する」を上回っているという状況にある

わけです。そういう地方圏を拡大するということ

が一つ課題だと思います。 

 もう一つ、日本の市場でよく言われているのは、

情報面が不足しているということでございます。

先ほど環境の話もありましたが、代表例として、

環境面とか安心・安全などを広く含めたサスティ

ナビリティに関する情報の充実度について聞いた

ものを載せております。これは、そういう情報が

「充分である」、「不充分である」、「収集してない」

の順に並べてあるのですが、一番上の耐震性能に

つきましては、これまでは比較的充分であるとい
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う人が、不充分より多くなっております。しかし、

その下の地盤の話になりますと、充分という方は

27%、不充分が 55%になっておりますし、自然災害

リスクの有無と対応となりますと、充分という方

は 19.7%、不充分が 61.6%と高くなっております。

さらに、建築物の省エネ性能というものも、充分

という方は２割を切っております。それに対して

不充分という方は55.7%いるということで、やはり

情報が不足しているということがあります。 

 もう一つ、本体の67ページにデータをいくつか

載せていますのでご紹介したいと思います。67 ペ

ージ（図表 2-2-15）は不動産の透明度インデック

スというものでございまして、ジョーンズ・ラン

グ・ラサール社が２年に１回程度出しているもの

でございます。日本は平成 20 年でも、平成 22 年

でも26位ということでございます。やはり、先ほ

ど言いましたようなREITの市場が発達しているオ

ーストラリアやイギリスなどが、上の方にきてお

ります。26 位と言いますと、アジアの中でもマレ

ーシアなどより下になっております。日本の評価

が低い理由が、66 ページに書いてあるのですが、

賃料とか利回りとか需給に関するマーケットの基

礎的データの充実度が欠如しているということが、

順位が低い原因になっているようです。ただ、平

成24年の調査というのも先般出ておりまして、そ

れでは一つ上がって25位にはなったようでござい

ます。ただ、あまり大きくは上昇していないとい

うことでございます。次に68ページ（図表2-2-16）

が、海外の投資家の日本のオフィス市場に対する

不動産投融資関連情報の評価でございます。これ

は、左から、「優れている」、「やや優れている」、「ど

ちらとも言えない」、「劣っている」と書いてある

わけですが、実勢取引の価格の公開度、不動産投

資インデックスの整備、不動産市場に関する将来

予測データ、投資対象エリアの開発計画というこ

とで、若干程度の差はあるものの、やはり、「優れ

ている」、「やや優れている」という方は３割以下

というような状況になっております。さらにその

下は同じく海外投資家に聞いたものですが、やは

り英語対応が劣っているというのは、よく言われ

ることでして、日本の不動産投資関連情報の英語

対応は、「優れている」、「やや優れている」を合わ

せても 12%しかいないというような状況でござい

ます。さらに次の69ページでございますが、これ

は不動産投融資の検討・実施・モニタリング時に

おいて信頼できる情報入手先があるかどうかとい

うことを聞いておるものでございます。「ある」が

左で、「ない」が右ですが、「ある」というものが

若干低めになっているものが、国内外投資家の投

資行動情報や、投資指標インデックス、不動産取

引価格の情報というものでございます。さらに 70

ページ（図表2-2-19）でございますが、先ほどは、

情報の入手先についてでしたが、今度は情報が充

実していますかということです。これは大体似て

いる結果になっているのですが、どこでも投資家

の投資行動の情報でありますとか、投資指標イン

デックスの関係、取引価格というものについて、

充実しているという方が他のものより低くなって

いるというような状況でございます。ただ、イン

デックスに関しては、73 ページにコラムで若干紹

介をしております。現在、国土交通省の方で国際

指針に基づく不動産価格指数というものを作って

おります。東証の方でも住宅のインデックスがあ

るわけですが、これは国際指針に基づくものを政

府として作っているわけです。世界的にリーマン

ショックとかサブプライムローンの問題がござい

まして、日本に限らず、欧米でも住宅バブルなど

で情報の不足というのは、危機を拡大させたので

はないかという認識がございまして、タイムリー

に政策を打てるようにするために指標を作ってい

こうということで、それも各国バラバラに作った

のではあまり意味がないということで、国際的に

比較可能なものを作ろうということでして、RPPI

ハンドブックというものが作られまして、今はも

う既にフランス、ドイツ、イタリアで作り始めて

います。日本も平成22年から準備をしてきていま

して、今年度中に試験運用を開始しようとしてい

るところでございます。この図表はイメージでご

ざいますので、このような更地であるとか、建物

付き住宅地、マンションとかそういうものに分け

た指標を提供していこうという取り組みを現在し

ているところでございます。 

 もう一つ証券化について問題と言われておりま

すのが、本体の65、66ページを見ていただきたい

のですが、不動産の証券化スキームでございます。

大きく言いますと、65ページ（図表2-2-12）にあ

りますように、J-REIT、資産流動化法に基づく特

定目的会社（TMK）、GK-TK、不動産特定共同事業と

いうものがあるわけでございます。不動産の再生

を図っていくということで、例えば、古いものを

建て替えるとか、さらに地方の物件も証券化手法

を活用して行くとか、高齢者向けの施設や介護施

設を証券化手法を使って整備していくことを考え

た場合、なかなか既存のスキームでは使いにくい

という話がございます。J-REIT というのは上場し

ていまして、広く一般の投資家を対象にするもの

ですから、一回壊して建て替えるとか、テナント

を殆ど追い出して大規模修繕をするとか、あまり

そういうことをやりますと、収益全体に、配当に

大きな影響を与えますので、あまりそういうこと
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はしてはいけないとなっております。ですので、

J-REIT は比較的ピカピカの良い物件がみんな組み

込まれているわけです。さらに今度は特定目的会

社の場合は、これは資産流動化法に基づいて、特

定目的会社という会社の仕組みが独自に存在して

いるわけです。ですので、結構セットアップコス

トといいますか、この仕組みを使うのには比較的

コストが高いということと、徐々に色々緩和され

ていますけど、資産流動化計画というものを作っ

て、金融庁に出さなければいけないなどの、若干

柔軟な対応をするときに困ることがあります。さ

らに小規模な物件では、コストが割に合わないと

いうような話もあるようでございます。さらに左

下の GK-TK の場合、SPC として合同会社を作って、

コストは安いわけですが、必ず不動産信託受益権

を入れるものですし、必ず信託をしなければいけ

ないということになりますと、地方ではそもそも

信託銀行がないとか、信託にお金がかかるという

ことで、地方や小規模な物件では使いにくいです。

さらに、耐震性が極めて劣るとか、若干遵法性に

難があるとか、そういう物件を取得、改修してバ

リューアップしてお金を集めようと思っても、な

かなかそういう難がある物件というのは、信託銀

行が場合によっては信託を受けてくれないという

ようなこともございます。もう一つ一番下のスキ

ーム別（図表 2-2-13）を見ても使われてはいない

のですが、不動産特定共同事業というものがござ

いまして、これは信託が必要なく、実物の不動産

を使ってお金を集めるのですが、66 ページ（図表

2-2-14）に現在の仕組みを書いてありますように、

会社本体が他の事業もやりながら、匿名組合契約

でお金を集めるということでして、倒産隔離がな

されてないのです。他の証券化スキームというの

はJ-REITであれば投資法人、資産流動化法であれ

ばTMK、GK-TKであればその合同会社を箱として使

っているわけですが、今までは不動産特定共同事

業については SPC を使ってやるという仕組みが無

かったものですから、いくら良い物件でも、会社

が他の商売をしていて、それの影響で潰れてしま

ったら、いくら物件が回っていてもお金が返って

こないということになるので、なかなか出資を集

めにくいという話があります。それで図の右側に

書いてありますように、SPCを使ってそれは届出で

良いですよとする。それは唯の箱として、実際の

不動産の管理とか賃貸とかそういうものは、許可

を受けた不動産特定共同事業者に委託するという

ことで良いですよと、ただ、事業参加者はプロ投

資家に限定するという仕組みを、法改正を今の国

会に不動産特定共同事業法の改正案を今提出して

おりまして、まだ成立には至っていませんが、早

く審議をしていただきたいと思っているところで

ございます。この仕組みが出来れば、地方などで

も、比較的小規模な物件であっても、この証券化

のスキームを使って、建て替えてとか大規模修繕

とか、そういうものが出来るのではないかなと思

っております。また、ここには書いてございませ

んがJ-REITにつきましても、来年の通常国会で法

改正をするということになっておりまして、現在、

金融審議会で種々議論が始まっております。資金

調達手段を増やすとか、また、海外不動産の取得

促進のために､少し要件を緩和するとか、今そうい

う議論がなされておりまして、これは金融庁が主

務でございますけれど、来年の通常国会を目指し

て、現在、金融審議会で議論をしておるところで

ございます。 

 というのが、不動産証券化､不動産投資市場の大

体の話でございます。全体の課題としては対象資

産の多様性がまだ小さいのではないか、一つ裏返

せば証券化のスキームに若干色々な制約があって、

ヘルスケアの部分に使いにくいとか、地方の物件

に使いにくいというのがあって、なかなか対象資

産が拡大しない、東京圏以外の地方圏にも拡大し

ない、さらに全体としては情報面の課題というの

が大きいということが言えようかと思っておりま

す。そういうものに対した政策を今後やっていく

必要があろうということを、我々は述べているわ

けでございます。 

 

 次にもう一つの、中古住宅流通市場の話をした

いと思います。パワーポイントの７ページでござ

います。左のグラフは、全住宅流通量に占める中

古住宅流通戸数の割合の推移でございまして、棒

グラフの右側が新設の着工戸数で、左側が中古の

住宅流通戸数でして、折れ線グラフは、それを二

つ足して、中古の戸数を割っているものでござい

ます。平成 20 年で 13.5%ということでございます

が、平成の初め頃の１桁に比べれば徐々に増えて

きております。ただ、外国と比べるとどうかとい

うことで、本文の 76 ページ（図表 2-3-2）をご覧

いただきますと、日本の場合は13.5%ですが、アメ

リカは中古の方が遙かに多くて９割、イギリスで

85.8%、フランスでも 64%でございまして、相当な

差があるということでございます。これは歴史的

なものとか色々ありますので、一挙にこういう水

準にいけるというものではないのですが、今度は

パワーポイント７ページに戻っていただきますと、

右側に１年間に流通した中古の戸数を住宅の全取

得数で割った比率の国際比較がございます。全住

宅のストックなので賃貸住宅などの色々なものが

入っているのですが、イギリスの場合 6.7%。全住
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宅ストックのうち 6.7%は１年間の間に取引されて

いるということでして、逆に言うと、一つの住宅

について見ると、平均15年に１回は取引されてい

るということになるのではないかと思います。ア

メリカは3.3%ですが、日本は0.3%なので、計算上

は 300 年に１回取引されるということになるわけ

ですが、普通に考えれば１回も取引されないで、

滅失していっている住宅が多いということだろう

と思います。さらに左下は、中古住宅購入前後の

リフォームについてですが、流通の過程において、

購入前後にリフォームするという方が結構多いわ

けです。買主自らリフォームするというのが半分、

売主がリフォームするというのが 16%ほどござい

まして、合わせると６割ということです。流通の

機会を捉えて質の向上を図っていくということが

大事なのではないかという意味で、質の向上と流

通市場というのは大きな関係があるのではないか

ということでこのグラフを載せております。 

 パワーポイントの８ページでございますが、こ

れもアメリカとの比較ですが、左上は、戸建て住

宅のうち注文住宅が占める割合の日米比較でござ

いまして、日本の場合、戸建て住宅のうち70％強、

3/4くらいは注文住宅です。アメリカの場合は３割

程度ということになっておりまして、これをどう

見るか、というのもあるのですけれど、日本の場

合、将来住み替えしないで、自分の好みにあった

住宅を取得しているということでして、要は、中

古住宅流通市場が充分機能していないから、どう

せ将来売ろうと思ってもちゃんと売れないから、

自分の好きなように建てちゃえというふうにも言

えますし、逆に日本人は自分の好みにあって個性

の強いものを建てるので、逆に流通しにくくなっ

ていると、鶏と卵のどちらが先かというのはある

のですが、多分両方の側面があって、こういう結

果になっているのだろうと思っています。 

 さらに次は、中古住宅に抵抗がある理由をアン

ケートで聞いておるわけですが、一番多いのは、

「新築の方が、気持ちが良いから」、さらに「中古

住宅は間取りや仕様を自由に選べないから」と、

この辺はなかなか如何ともしがたいところはある

のですけれど、「リフォーム費用とかメンテナンス

費用が分からない」、さらに「品質に関する情報が

少ない」などの、情報面の不安というものを感じ

ている方が、それなりに多いのではないかという

ことで、そういう意味で仲介業者、不動産業者の

役割というのは大きいのではないかと思っており

ます。そういうものを示すデータに右上のような

ものがございます。これは、中古住宅の購入を検

討していた人に、新築を買ったか中古を買ったか

ということを聞いているのですが、上と下で分か

れているのは、これは不動産会社からリフォーム

の案内とか提案があったかどうかということでご

ざいます。上はなかったという人に対して、結局

どちらを買ったかと聞くと、新築を買ったという

人が４割くらいいるということでして、逆にそう

いう案内とか提案があったという人に、どちらを

買ったか聞くと、中古を買ったという人が８割以

上になるということで、やはり、新築のみ、中古

のみと予め決めてない方については、リフォーム

の案内や提案をすることで、中古を買うという方

が多くなるということが言えるのではないかと思

っています。そういう意味では、仲介業者の方が

そういう情報提供をするとか、リフォームの提案

をするとか、そういうコンサルティング機能みた

いなことを果たしていくことで、中古の流通が活

発になっていくのではないかなと思っているとこ

ろでございます。 

 他にも若干データがございまして、本体の81ペ

ージをご覧いただきたいのですが、図表2-3-9は、

中古住宅購入時に受けたいサービスということで、

やはり耐震診断という方が一番多いですし、建物

の検査（ホームインスペクション）を受けたいと

いう方も４割くらいいる。白アリについては、マ

ンションは当然少ないのですけど、戸建てについ

てはそれなりに多いということでございます。や

っぱりこういうサービスを不動産会社が提供する､

またはそういうサービスを提供する方との間を取

り持つということが重要ではないかと思っており

ます。さらに、そういう情報面ということに関し

ては、次の82ページに、土地に関する情報の整備

ということで、やはり震災以後、地盤や、土地の

安全性に関する関心が高まっているわけです。こ

ういうものを一人一人、個人の方が調べるという

のは、結構大変な手間暇がかかりますので、こう

いう情報についてはなるべく行政が整備して、広

く皆さんが使えるように提供することで、低コス

トで情報を活用できるようにしていく必要がある

のではないかと思っております。 

 83ページ（図表2-3-10、2-3-11）は、地形分類

図、土地利用分類図というものでございます。現

在、国土調査の中に土地分類調査という調査がご

ざいまして、その調査の一環として、県庁所在地

とかDID地区を中心に､今後、10年間くらいかけて、

順次整備していこうというということを考えてお

ります。現在、東京、神奈川、千葉、埼玉、名古

屋については、ホームページで公開をしていると

ころでございます。地形分類図の右側の凡例の所

に、盛土地、埋立地、切土地、昔の川の所だった

とか、そういうような色の分類がなされておりま

す。さらに下の土地利用分類図ですが、これは例
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えば、1909 年、明治時代にここはどういうふうに

土地利用がなされていたかというものを示してい

るものでございます。これも先ほど言ったような

所から順次提供してきておりまして、84ページ（図

表 2-3-12）にあるように、これも若干ばらつきが

あるのですが、震災以後アクセス件数が増えてき

ているという状況があろうかと思っています。 

 次に 85ページの地籍調査（図表2-3-13）でござ

いますが、これはやはり、土地の境界が不明確と

いうことで、今回の震災でも問題になっていると

ころがあるわけでございます。地籍調査の進捗率

は全国でやっと 50%ということでございます。阪

神・淡路大震災の被災地辺りを見ていただきます

と低いと。それに比べますと、今回被災された東

北地方というのは比較的進捗率は高い。そういう

意味では､今回の震災でも役立ったところはある

わけでございます。ただ、やはり海沿いの浸水し

たところで未実施の地域があり、課題があります。

こういうものも整備していこうということでござ

います。 

 さらに、価格に関しては、不動産取引価格情報

の提供を平成19年からやっていまして、関心が高

まっておりまして、86ページの図表2-3-14を見て

頂いてもホームページへのアクセス件数は伸びて

きておりますし、87ページの図表2-3-15でござい

ますが、これは不動産取引価格情報制度の利用経

験を聞いているのですが、「利用したことがある」、

「利用したことはないが知っていた」というのが、

若干、徐々には増えてきております。さらに平成

23 年度のアンケート対象者を分けてみますと、不

動産の売買を考えているという方については、「利

用したことがある」、「知っていた」という方が結

構多くなっておるわけでございます。こういうも

のにつきましては、行政側で整備を進めていこう

と思っています。 

 さらに市場の担い手、仲介業者の方の役割とい

うことでいいますと、87、88ページにございます。

いわゆる住宅性能表示制度というのがあるわけで

すが、88ページの図表2-3-16は、利用しなかった

人に対して、何故利用しなかったかというものを

聞いているわけですが、「販売業者から説明がなか

った」というのが平成21年は 53.6%、平成 22年は

33.9%になっています。「購入費用が割り増しとな

る」というのは、１割程度、１割以下で、実は案

内や説明がなかったから使わなかったという方が

多いということで、ここでも不動産業者の役割と

いうのがあるのではないかなと思っております。 

続いて 90 ページ（図表 2-3-20）でございますが、

リフォームについてです。先ほど言いましたよう

に、中古を買ってリフォームしようという方は多

いのですが、リフォームで困ったこと、何が困っ

たかと聞くと、やはり多いのが、「見積もりが適切

かどうかわからなかった」、「信頼できる業者が見

つからなかった」というもが多くなっているわけ

でございます。こういうところも、例えば仲介業

者の間を取り持つということが期待出来るのでは

ないかと思っています。 

 さらに建築業者側から見ましても、91ページ（図

表 2-3-21）に建築業者が進出を考えている分野と

いうことで、「農業」、「環境」、「介護・福祉」とあ

るのですが、それよりも「リフォーム・リニュー

アル」ということを考えている方が多いというこ

とでございます。さらに新事業展開に取り組んで

いる建設業者に、必要とすることを聞いたところ

（図表 2-3-22）、やはり１番多いのは、「外部との

コーディネート（金融機関、販路・顧客開拓など）」

の47.7%でございます。こういう面からも建築業者

側はリフォーム・リニューアルに進出したいが、

自分で顧客を開拓するというところもない。なか

なか相談し難いということで、そういうところも

仲介業者の方が間を取り持っていくということが

あるのではないかと思っています。さらに当然 92

ページの図表2-3-23にありますように、買取再販

でリフォームするというのも結構多くございます。

当然消費者には色々なニーズがありまして、自分

で買って、自分でリフォームしたいという方もい

ますし、事業者の方がそういうリフォームをして、

良いものを市場に出していくという、両方のニー

ズがあろうかと思っています。 

 さらに92ページの図表2-3-24の売却について、

売り手が不動産会社に期待することで一番多かっ

たのは、「売出し価格について的確なアドバイスが

ある」ということです。さらには、売り手側が「希

望する時期や価格等の売却条件を正しく理解して

くれる」ということに対して、期待が大きいとい

うことが言えようかと思っております。 

 最後、この中古に関しては93ページでございま

すが、中古流通市場の活性化というのが、今重要

になっているということでございまして、国土交

通省としましても、一つは去年から色々な関係者、

有識者、仲介業者、リフォーム業者に入っていた

だいて、「①不動産流通市場活性化フォーラム」と

いうのをやってきていまして、６月に提言が出た

ところでございます。今後さらに、その中でも不

動産流通市場における情報整備の在り方研究会と

いうのを、昨日第１回を開催しまして、さらにそ

の情報面についての研究を進めていこうというこ

とをしております。さらに「②宅地建物取引事業

者と関連事業者の連携支援」でございますが、先

ほどから申しておりますように、宅建業者やリフ
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ォーム業者など、色々な関係業者を連携していっ

てもらおうということで、これも本年度から予算

を若干用意しまして、そういう取り組みを支援し

ていこうということをしております。政府全体と

しましても、日本再生戦略を７月に取りまとめる

という話もあったのですが、まだ若干遅れ気味に

なっているのですが、その素案というのは、暫く

前に公表されているわけでして、日本再生戦略の

中でも、不動産流通システムの抜本的改革を図る

ということが書かれる予定になっております。そ

の中でも不動産取引の透明性、効率性を向上させ

るとか、事業者のコンサルティング機能を向上し

ていくとか、不動産のストックを充実していくと

いう事が書かれております。そういう意味でも、

ここ１年くらいで、中古住宅流通を中心とした不

動産流通というのを充実していかないと、日本の

増えていくストックの質を向上していくというこ

とには繋がらないのではないかという問題意識が、

政府の中で大きく出てきたと言えようかと思って

おります。中古住宅については以上でございます。 

 

 最後はパワーポイントの９ページが「東日本大

震災後の不動産を巡る状況」でございます。昨年

の白書でも震災の話を取りあげたわけでございま

すが、昨年は震災直後だったということもありま

して、今回は１年経ったところで、地価であると

か取引がどうなっているかというのを、掲載して

おります。 

 左上は、岩手、宮城、福島の地価公示でござい

ます。平成24年の地価公示は、これは岩手、宮城

につきましては、全国的な傾向と同じく下落はし

ているものの、下落率は縮小しております。ただ、

やはり福島については、下落率が拡大していると

いう状況でございます。本文の方の103、104ペー

ジをご覧いただきたいのですが、地価公示の中の

いくつかの被災地の状況を書いておるわけです。

103 ページ（図表 3-2-2）は石巻市でございます。

色の濃いところが津波で浸水があった地域でござ

いまして、そういう浸水があったところにつきま

しては、マイナスの15%とかマイナス11%下落をし

ているということでございます。それに対して、

浸水しなかったところの宅地の部分、一番左上に

ありますような所は、60.7%上昇したところもある

ということでございます。さらに図表 3-2-3 が液

状化被害の出ました浦安市でございますが、ここ

でも液状化被害があったところというのは、15%程

度のマイナスになっているわけですが、液状化被

害がなかったところにつきましては、下落率はマ

イナス 3.7%ということになっております。やはり

今回、被災、浸水、液状化したというところで大

きな差が出ておるところでございます。 

 また、パワーポイントの９ページに戻っていた

だきまして、左下は、これは岩手と宮城と福島の

土地取引の件数でございます。これは前年同月比

でございまして、１番上の方に40.7となっている

のは宮城県でございまして、その下の12.9という

数字が書いてあるのは岩手、その下が福島になっ

ております。震災後当然大きく落ち込んだのです

が、岩手と宮城につきましては、その後徐々に前

年比プラスの方になってきております。ただ、福

島はずっとマイナスになっていたのですが、３月

までですと、福島は引き続きマイナス 4.9 だった

のですが、４月のデータを見ますと、福島も前年

比47.7%のプラスになっております。岩手もさらに

23%のプラスになっていますし、宮城も 68%のプラ

スになっているということです。去年の４月が低

かったという面もあるのですが、ただ、取引の実

数を見ましても、３県とも、震災前の平成22年の

４月とか、平成21年の４月よりも取引件数自体は

大きくなっておりますので、全体として、復興と

かの関係で、やっと経済取引が行われ、増えてき

ているのかなと思います。 

 次が右上でございますが、これは岩手、宮城、

福島のオフィスビルの空室率でございます。これ

は四半期毎になっています。元々空室率は高かっ

たのですが、平成23年の第一四半期から第二四半

期にかけて、空室率が当然下がっております。一

番下が福島の郡山でございます。ここの空室率が

一番下がっている。仙台も下がっています。それ

に比べると盛岡は大きな変動はないのですけれど、

いずれにしても被災した方の移転需要であります

とか、復興関連の方の新たなオフィス需要という

ことで空室率が改善して、その後、横這いになっ

ているということでございます。 

 さらにその右下でございますが、これは国民に

アンケートを震災後に聞いたものでして、不動産

について以前より気になるところはどこですか、

ということで当然「耐震性能」というのが一番多

かったわけですが、その後、「地盤の履歴」である

とか、そういうものについても以前より当然関心

が高くなっている、ということが結果として出て

おります。 

 被災地の関連データとしては本文の方にまだい

くつかございまして、105、106 ページのあたりか

らご覧いただきたいのですが、106 ページ（図表

3-2-5）でございますが、これは新設の住宅着工の

戸数でして、これも若干の上下はあるものの、前

年同月比増に最近はなっているということでござ

います。図表 3-2-6 が、中古マンションの価格推

移でございます。宮城、福島では震災後にマンシ
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ョン価格が上昇しております。岩手では、逆に下

落しているという傾向が出ております。次は 107、

108ページでございますが、108ページの仙台市の

オフィスビルの被害状況（図表3-2-9）というもの

を載せております。「無被害」、「僅かなひび割れ」

があった、「顕著なひび割れ」があった、と３つに

分けて調べられたものでございますが、全体とし

ては、78%は被害がなかったのですが、築年別に見

ますと、築10年以内でありますと、被害がなかっ

たというのが 96%で、顕著なひび割れというのは

0.7%。それに対して、築 10 年を越えて 30 年まで

ですと、顕著なひび割れというのは 8.4%になりま

すし、無被害というのは77%まで下がります。さら

に築30年以上ということになりますと、被害がな

かったというのは 2/3 になりまして、ひび割れが

20%、顕著なひび割れも 13%ということで、築年数

が古いビルに被害が出ているという状況がありま

す。さらに 108 ページの被害状況の下に、これは

文章でしか書いてないのですけれど、J-REIT が東

北地方に保有する物件の被害状況を見ますと、

J-REIT35 法人の内、東北地方に不動産を保有して

いたのは17法人でございますが、仙台市内42、仙

台市以外で５物件ですが、使用不能になった例は

なく、被害額も比較的軽微に留まっているという

ことです。先ほど申しましたが、J-REIT は比較的

築年が新しい物を持っているということもあろう

かと思っております。 

 

 パワーポイントへ戻っていただきまして、最後

10 ページでございますが、第２部、第３部という

ことで、平成23年度に土地に関して講じた施策と、

平成24年度に土地に関して講じようとする施策を

整理しているところでございます。今年につきま

しては、第９章で「東日本大震災と土地に関する

復旧・復興施策」というのを一章設けて整理をし

ているところでございます。土地の関係で言いま

すと、震災直後結構心配されましたが、やはり土

地の境界が分からなくなっているのではないかと

か、行方不明の方が多くて土地の所有者の方がな

かなか探せないのではないかというような話がご

ざいまして、東日本大震災の特例法で、大胆なこ

とは出来ないのですが、いくつか特例を設けてお

りまして、一つは不動産登記法の特例で、筆界特

定の申請でございます。今までは所有者の方しか

申請が出来なかったわけですが、測量費用なども

申請者負担になるので、負担が多かったのですが、

今回につきましては、復興整備事業の施工者、公

共事業の施行者であれば筆界特定の申請を出来る

ということになりまして、そういう場合は当然公

共側の事業費の中で測量費用なども払いますので、

若干、筆界の分からなくなっているところについ

て役立つのかなということがございます。もう一

つは、復興整備事業をやっていく上で、所有者の

方が分からないと、測量や、移転先を探すのにボ

ーリンクしようというときも、なかなか立ち入り

が出来なくて、調査も出来ないという問題がござ

います。元々、道路法や河川法などの個別法には、

事業の為に必要であれば、人の土地に立ち入れる

とか、木を切ってよいとか、ボーリングをしてよ

いという規定はあるのですけれど、今回一番話に

出ていました、例えば、防災集団移転促進事業な

どは、そういう規定がありませんし、今問題にな

っている公営住宅を整備するときにもそういう規

定がないということもございまして、今回、東日

本大震災の特例法でまとめて、復興整備事業であ

れば、事業のための調査とかに必要であれば、所

有者が分からなくても、同意をとらずに人の土地

に立ち入って調査、測量してよいし、必要な場合

には、木を伐除したり、後はボーリングしたりと

いう、そういうことが出来るようになったところ

でございます。さらに、行方不明の方を探すとい

う意味におきまして、決定的な妙案、良い方策が

あるわけではないのですが、去年、補正予算で調

査費をとりまして、実際現地のいくつかの市町村

と協力をして、どういう資料をもとに、どういう

探し方をすれば所有者の方が見つけやすいかとい

う、そういうマニュアルも作りまして、それを公

共団体の方に説明会でも配っておるところでござ

います。当然用地に詳しい方であれば当たり前の

ことしか書いてないのですけど、被災地の方で公

共団体の方も色々な方が色々な仕事をしないと回

らないということで、そういう経験のない方であ

っても、一定の手続きを踏めば、調査を出来ると

いうようなマニュアルも作ったところでございま

す。さらに地籍調査について言えば、東北の方は

比較的進捗率が高かったわけですが、そうは言い

ましても、海沿いで一部未実施の地域が残ってい

るところがございまして、そういうところにつき

まして、地籍調査の実施主体は、一義的には市町

村ですが、市町村もなかなか体制が整わないとい

うことで、東日本大震災の特例法の中で、国が地

籍調査を代行するという制度を初めて作ったとこ

ろでございます。まだ実際に代行はしていません

が、いくつかの市町村から相談が来ておるような

状況でございます。被災地の土地に関する取り組

みということで、代表的なものをご紹介したとこ

ろでございます。 

 私の方からの話は以上でございます。 
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平成24年版土地白書について

国土交通省 土地・建設産業局国土交通省 土地 建設産業局

平成24年７月

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成２４年版土地白書構成

土地白書は土地基本法第10条に基づき毎年国会に提出。以下の三部で構成。土地白書は土地基本法第10条に基づき毎年国会に提出。以下の三部で構成。

第１部
土地に関する動向

○ 各種統計データを用いて地価や土地取引の動向を紹介し、直近一年間の不動産市場の動向を総括【第１章】。

○ 土地を巡る状況を踏まえ、毎年テーマを設定し、分析。

成 年 書 析
���

テーマ① ： 不動産の価値向上と市場の整備【第２章】

① 不動産の価値向上の必要性
② 不動産投資市場の活性化

平成２４年�土地白書分析テーマ

�����
② 不動産投資市場の活性化
③ 中古住宅流通市場の活性化

テーマ② ： 東日本大震災後の不動産を巡る状況【第３章】

① 東日本大震災による被害
② 被災地の不動産市場の動向

���

土地に関して、政府が

② 被災地の不動産市場の動向
③ 震災を契機とする不動産に関する意識の変化

第２部
平成２３年度に講じた基本的施策

平成２４年度に講じようとする基本的施策

・ 土地に関する情報の整備
����

第２部
土地に関して講じた施策

・ 土地に関する情報の整備

・ 土地の有効利用等の推進 等

について紹介。 １

第３部
土地に関して講じようとする施策

土地総合研究 2012年秋号68



第１章 平成23年度の地価・土地取引等の動向

地価 下落率は縮小傾向 企業 土地取引状況 判断に関するＤＩは横ばい状態➣ 地価の下落率は縮小傾向、企業の土地取引状況の判断に関するＤＩは横ばい状態。
➣ 新設住宅着工戸数は前年比でプラスとなったものの、引き続き低水準で推移。
➣ オフィスビル空室率は多くの地域で改善の傾向。

企業の現在の土地取引状況の判断に関するDI地価変動率の推移

20公示 21公示 22公示 23公示 24公示 20公示 21公示 22公示 23公示 24公示

（％）

住宅地 商業地

13.3 

31.7 
39.0 

46.0 
39.8 

3 4
30.1 

36.7 37.5 
20 

40 

60 
東京23区 大阪府（ポイント）

1.3 ▲ 3.2 ▲ 4.2 ▲ 2.7 ▲ 2.3 3.8 ▲ 4.7 ▲ 6.1 ▲ 3.8 ▲ 3.1
4.3 ▲ 3.5 ▲ 4.5 ▲ 1.8 ▲ 1.3 10.4 ▲ 5.4 ▲ 7.1 ▲ 2.5 ▲ 1.6
5.5 ▲ 4.4 ▲ 4.9 ▲ 1.7 ▲ 1.6 12.2 ▲ 6.1 ▲ 7.3 ▲ 2.5 ▲ 1.9
2.7 ▲ 2.0 ▲ 4.8 ▲ 2.4 ▲ 1.3 7.2 ▲ 3.3 ▲ 7.4 ▲ 3.6 ▲ 1.7
2.8 ▲ 2.8 ▲ 2.5 ▲ 0.6 ▲ 0.4 8.4 ▲ 5.9 ▲ 6.1 ▲ 1.2 ▲ 0.8名古屋圏

大 阪 圏

東 京 圏

三大都市圏

全　　　国

‐60.4 ‐62.6 ‐63.2 

‐47.5 

‐33.4 

‐13.9 

‐2.2  3.4 

‐56.0 

‐79.1 
‐68.8 ‐67.2 

‐53.4 

‐40.0 
‐47.5 

‐42.3 

‐72 9‐70.5 
‐63.1 

‐52.6 

‐34.5 

‐18.7 
‐8.4 

15.5 

‐10.0 

‐66.1  ‐68.1 ‐63.9 

‐48.2 ‐50.0 ‐52.9 

‐80 

‐60 

‐40 

‐20 

0 

▲1.8 ▲ 2.8 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 3.3 ▲1.4 ▲ 4.2 ▲ 5.3 ▲ 4.8 ▲ 4.3地　方　圏

資料：国土交通省「地価公示」

注： 前年よりも下落率が縮小・上昇率拡大 前年よりも下落率が拡大・上昇率縮小

オフ スビル空室率の推移圏域別新設住宅着工戸数の推移

‐76.6 ‐72.9 
‐83.5 

‐77.5 

‐100 
3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3

平成14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
資料：国土交通省「土地取引動向調査」

注１：ＤＩ=「活発」-「不活発」

注２：「活発」、「不活発」の数値は、「活発」と回答した企業、「不活発」と回答した企業の全有効回答数に対するそれ

ぞれの割合。ここでは全有効回答数を母数として集計した。

（月）

（年）

オフィスビル空室率の推移圏域別新設住宅着工戸数の推移

11.8 
12.4 

13.9 

14.3 
14.0 

13.8 
13.4 

13.1 
12.9 

12.5 12.3 

11 4
12

14

16

東京23区 名古屋市 大阪市（％）

66 8
69.7

120

140

160

180
首都圏 中部圏 近畿圏 その他の地域（万戸）

129.0123.6
118 9116 0

123.0121 5119 8

138.7
147.0

164.3
157.0

148.6
140.3137.0

4.8 

2.7 
3.2  4.9 

6.0 
5.1 

3.2 

2 1 2 0 2 1 3 4

4.4 
5.3 

6.2 6.6 
7.3 

7.3 

7.4 

7.6 7.5 
7.3 7.3  7.2 

5.7 5.8 6.0 

7.9 8.1 7.9 

6.8 

5.6 

5.9 5.9 
6.2 

6.0 
6.5  7.1 7.4 

8.0 

9.0 

11.0 

9.2 
8.6 

9.4 

10.3 
10.3 

9.3 

7.3 

5.8 
5.3 5.1 5.1 5.0 5.2 

5.5 
6.0 

6.6 
7.2 

8.1 

9.2 
10.1 10.3 

11.0 10.9 
11.4 

11.0 11.0 11.1 10.7 
10.2 

4

6

8

10

2.9

46 3 47 1 47 2 46 7 41 3 43 3 40 9 42 2 43 2 43 6

16.3 17.8 17.7 17.9
16.1 18.3

16.0 14.2 14.7 14.8 14.1 13.3 13.3 13.4 14.6 16.3
14.5 15.0

10.5 10.5 10.2 

17.4 18.7 22.7 25.7
28.1

33.0
26.4

20.4 20.1 19.6 18.8 18.4 18.2 18.4 19.2 20.7

16.9 16.6

12.2 12.6 12.5 

57.1 56.7
61.0

66.8
61.6

57.0

48.9 49.7 48.4 45.7 43.9 43.5 44.8 46.6 48.4

40.6 39.6

29.2 29.3 30.3 

20

40

60

80

100

120

78.8

109.4106.1

118.9116.0115.1117.4
121.5119.8

81.3
83.4

２

2.1 
1.5 1.5 1.3 1.4 1.6 

2.0  2.1  3.4 

0

2

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

平

成

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

資料：シービーアールイー（株）

（期）

（年）

46.3 47.1 47.2 46.7 41.3 43.3 39.3 36.4 37.0 40.1 38.8 39.5 40.9 42.2 43.2 43.6 34.1 38.1
27.0 29.0 30.4 

0

20

平成3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

（年）資料：国土交通省｢建築着工統計調査｣

注：地域区分は以下のとおり。

首都圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

中部圏：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

その他の地域：上記以外の地域

第２章 １．不動産の価値向上の必要性①

我が国 不動産スト ク 状況や 老朽化した不動産に対する投資家等 意識を紹介した上で 不動産

法人所有の建物の建築の時期別ストック量

➣ 我が国の不動産ストックの状況や、老朽化した不動産に対する投資家等の意識を紹介した上で、不動産の
価値向上を図る上で考慮すべき不動産に対するニーズについて説明。

（％）

不動産投資における築年数の許容限界0.9 

0.8 

1.7 

1 6

11.7 

8.5 

21.6 

18.4 

27.0 

24.9 

27.0 

28.0 

8.5 

14.7 

1.4 

3.0 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

事務所

店舗

昭和25年以前 昭和26～35年 昭和36～45年 昭和46～55年
昭和56～平成2年 平成3～12年 平成13～19年 不詳 （％）

60
70
80
90

100
約９割の不動産投資家は
築年数30年以上のオフィ
スビルを投資対象とみな
していない。

1.9 

1.3 

2.2 

2.0 

1.6 

2.4 

1.6 

3.3 

2 4

14.2 

10.4 

10.8 

15.5 

25.0 

20.3 

19.4 

24.4 

25.1 

23.8 

31.9 

23.1 

22.7 

28.6 

23.5 

20.0 

7.6 

12.5 

8.1 

12.5 

1.1 

1.5 

0.9 

0.1 

店舗

倉庫

福利厚生施設

ホテル・旅館

文教用施設

10
20
30
40
5036.2 

0.6 

1.9 

2.4 

4.3 

0.5 

0.9 

4.8 

7.8 

2.8 

6.6 

18.4 

12.6 

15.5 

18.1 

30.1 

15.3 

28.2 

22.8 

23.8 

15.6 

31.9 

28.0 

15.4 

7.7 

20.7 

22.1 

5.2 

0.4 

0.5 

0.8 

0.3 

宗教用施設

ビル型駐車場

その他の建物

利用していない建物

0
10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

資料：国土交通省「不動産流通市場の活性化に向けた実態把握及び課題整理に関する調査」（平成23年度）
（年）

住宅の建築の時期別ストック量

資料：国土交通省「法人建物調査」（平成20年）

ほとんどの用途において、昭和55年以前に建築された建物が３割以上を
占めており、特に「利用していない建物」では半数以上を占める。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

昭和35年以前 昭和36～45年 昭和46～55年 昭和56～平成2年
平成3～12年 平成13～20年９月 不詳

（％）

➣ 我が国には建築時期が古い不動産が多数存
在しており、これらを改修・建替等すること
により不動産の価値の向上を進めていくこと
が必要

住宅の建築の時期別ストック量

6.1  7.8  18.1  20.1  23.4  17.4  7.2 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」（平成20年）

＝

32％

が必要。

３

住宅についても、昭和55年以前に建
築されたものが約３割を占める。
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第２章 １．不動産の価値向上の必要性②

環境不動産に入居している理由企業が事業継続を考慮した時の不動産の選定基準

光熱費等のコスト削減効果 会社のイメージアップ

会社のCSRを考慮 従業員の労働環境の改善

入居した結果環境不動産だった 環境規制に対する将来のリスク回避

その他

環境不動産に入居している理由

61.0 

50 3

0  20  40  60  80 

建築物の耐震性能

複数の交通アクセスがある・参集しやすい等立地条件

（％）

企業が事業継続を考慮した時の不動産の選定基準

58.5

50 

60 
（％）

コスト削減効果に着目
して環境不動産に入居
する企業が増加。

50.3 

34.1 

31.4 

29.3 

複数の交通アクセスがある 参集しやすい等立地条件

地理的特性による自然災害リスク

非常用電源・電源多重化等、電源の確保

上下水設備や通信手段の確保等、その他の設備

26 4

35.4  36.9 

27.7 

33.1  32.6  31.831.1  29.9 
25.8

31.8

36.3

30 

40 
22.6 

10.9 

2.5 

ビル管理面における災害時対応・日常の防災体制

考慮するつもりがないので、選定基準も不要

その他

資料：国土交通省「土地所有 利用状況に関する企業行動調査（平成23年度）」

建築物の耐震性能
は、事業継続を考慮
する上で最も重要な
要素。

26.4  25.8 

21.6 
23.6 

23.7 24.3 
18.1 

24.2 

15.9
12.6 

5.1  5.5

15.5 

9.4 
12.3 

7.6
10 

20 
不動産の投融資判断における環境・持続性に関する諸要素の重視度

資料：国土交通省「土地所有・利用状況に関する企業行動調査（平成23年度）」

0  20  40  60  80  100 
大いに重視する 重視する あまり重視しない 重視しない （％）

0 
平成20 21 22 23

（年）

資料：国土交通省「土地所有・利用状況に関する企業行動調査」

3.9 

15.1 

5.8 

10 9

22.0 

55.1 

31.3 

57 5

55.6 

21.8 

47.5 

22 8

18.5 

8.1 

15.4 

8 8

これまで

今後

これまで

今後

建築物の省エネルギー性能

建築物のサービス性能

（機能更新性、バリアフリー等） 10.9 

2.3 

6.3 

30.5 

57.5 

14.7 

50.2 

33.2 

22.8 

60.2 

33.0 

23.9 

8.8 

22.8 

10.5 

12.4 

今後

これまで

今後

これまで

建築物の資源再利用、

水・廃棄物などの資源管理状況

土壌汚染やｱｽﾍﾞｽﾄ使用の

有無や処置等の状態

「大いに重視する」「重視する」と答えた者の割合をみると、全項目で「今
後」は「これまで」に比べ増加。省エネルギー性能に関しては、約３倍と
なっている。

４

36.8 

2.7 

7.0 

43.9 

19.3 

46.0 

11.6 

55.6 

36.5 

7.7 

22.4 

10.5 

今後

これまで

今後

有無や処置等の状態

周辺の自然環境との調和、

生物多様性への寄与

資料：国土交通省「国内不動産投資家アンケート調査」（平成23年度）

➣ 近年、安全・安心や環境の観点から不動産の価
値の向上を図ることが求められている。

第２章 ２．不動産投資市場の活性化①

不動産 価値向上という観点から 不動産投資市場 役割を整理し 不動産投資市場 活性化に向けた課➣ 不動産の価値向上という観点から、不動産投資市場の役割を整理し、不動産投資市場の活性化に向けた課
題と取組を紹介。

世界各国のＲＥＩＴ市場規模の比較
ＤＢＪグリーンビルディング認証を受けている

Ｊリ トの物件数

Jリート以外

が保有

Jリートが保有

世界各国の 市場規模の比較
Ｊリートの物件数

60,436 

67,530 

355,589 

フランス

オーストラリア

米国

��各国の上場REIT市場の規模

認証を受けている 1,042,897 

2,025,454 

5,356,363 

英国

日本

米国

��各国の収益不動産市場の規模

19
25

10,934 

24,125 

30,347 

34,357 

35,366 

オランダ

シンガポール

カナダ

英国

日本物件の約半数は
Jリートが保有。

166,342 

287,021 

455,809 

572,411 

956,464 

シンガポール

オランダ

オーストラリア

カナダ

フランス

資料：日本政策投資銀行「DBJ Green Building認証制度実績一覧」

注：平成24年４月末現在。

スキーム別不動産証券化の実績（取得額）の推移

10,378 

0  100,000  200,000  300,000  400,000 

香港

資料：一般社団法人不動産証券化協会「不動産証券化ハンドブック 2011-2012」

注：平成23年３月31日現在。

（億円）

161,449 

0  2,000,000  4,000,000  6,000,000 

香港

資料：PRUDENTIAL REAL ESTATE INVESTORS“A Bird's eye View of Global Estate Markets: 2011 update”

に基づき、国土交通省作成。

注：平成22年現在。

（億円）

スキ ム別不動産証券化の実績（取得額）の推移
日本の収益不動産市場の規模は、アメリカの約４割であるのに対し、
上場REIT市場の規模は、アメリカの約１割。

3 538
6,930 

8,273 
8,884 

7 000

8,000 

9,000 

10,000 
Ｊ－ＲＥＩＴ 不動産特定共同事業 ＴＭＫ GK‐TKスキーム等（10億円）

平成19年度には全体で約９兆円まで拡大したが、リーマンショック以後

1,342

1,919
3,411

2,209

2,877

3,663

4,159

3,538

1 867

2,778 
2,541 

3,984 

5,335 

,

2,838 
2,195 2,341 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 
市場全体が落ち込んでいる。

５

➣ 不動産投資市場は、不動産市場を牽引する存在。
したがって、不動産の価値の向上を図るためには、
不動産投資市場の活性化が必要。

611 305 676 895
1,772 2,031 1,679

628 439 604 792
94 99

196
157

224
250

154
164

256

167
81

154
183

122 274

496
253

874
1,312

,

887
540

476
625

41 249

952
1,494

1,431
1,826

1,156

738
962

741

62  316 

1,167 
1,867  1,798 

,

0 

1,000 

2,000 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
資料：国土交通省「不動産証券化の実態調査」

注：平成13年度については、不明分があるため、各スキームの合計と全体額が一致しない。
（年度）

（平成）
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第２章 ２．不動産投資市場の活性化②

用途別不動産証券化実績（取得額）の割合 アメリカのリートの株式時価総額の用途別割合用途別不動産証券化実績（取得額）の割合 アメリカのリートの株式時価総額の用途別割合

オフィス

11.3%

産業施設

4.6%

産業施設・オ

フィス分散型
森林

6 3%

モーゲージ

（ローン担保

証券等）
8.4%

アメリカでは、多様
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80%
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オフィス 住宅 商業施設 工場 倉庫 ホテル その他

2.1%

商業施設

23.4%
ホテル

個人用倉庫

5.3%

ヘルスケア

11.4%

6.3%アメリカでは、多様
な資産が投資対象
となっている。

79.4 
67.0 

51 2
62.4 
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22.7 
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16.0  20.1  23.2 
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14.7 
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60%
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13.9%分散投資型

7.5%

ホテル
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資料：一般社団法人不動産証券化協会「不動産証券化ハンドブック 2011-2012」

に基づき、国土交通省作成。

51.2 
39.9 

29.3 
41.7 

34.2  34.1  31.0  36.5  38.7  33.8  37.1 
24.3 

0%

10%

20%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
（年度）資料：国土交通省「不動産証券化の実態調査」

（平成）

27.1 

43.8 

55.2 

40.9 

17.7 

15.3 

地盤の良否（液状化・地盤沈下）と対策状況

建築物の耐震性能、免震・制振等

充分である 不充分である 情報を収集していない

不動産のサステナビリティに関する情報の充実度

エリア毎の不動産投融資姿勢

不動産投融資を拡大する 現在の不動産投融資を維持・継続する

以前はオフィスが過半を占めていたが、近年は住宅や倉庫など他の用途の
割合が増えている。

26.1 

27.1 

19.7 

47.3 

52.2 

61.6 

26.6 

20.7 

18.7 

建築物の室内環境（音、湿温、空気質等）

ビルマネジメント

（災害時対応、防犯・防災管理体制）

自然災害リスクの有無と対応状況「地盤の情報」「自
然災害リスク」「省
エネルギー性能」
について、「不充
分である」との回

8.7

26.1

17.7

21.0 

12.6

5.3

61.0 

47.6

国内の地方圏

国内の三大都市圏

不動産投融資を拡大する 現在の不動産投融資を維持 継続する

不動産投融資を縮小する 不動産投融資は行わない

13.8 

23.6 

19.7 

45.8 

52.7 

55.7 

40.4 

23.6 

24.6 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

エリアマネジメント

建築物のサービス性能

（機能更新性、バリアフリー等）

建築物の省エネルギー性能

資 省「 産 資 成

分 ある」 回
答が多い。9.5 5.6

1.7 83.2

0 20 40 60 80 100

海外

資料：国土交通省「国内不動産投資家アンケート調査」（平成23年度） （％）

地方圏では 「縮小する」が「拡大する」を上回っている 資料：国土交通省「国内不動産投資家アンケート調査」（平成23年度） （％）

➣ 不動産投資市場の活性化のためには、不動産の再生に民間資金を振り向ける仕組みを用意すること、
投資市場への資金の流入を促進すること、不動産市場の透明性を向上させることが必要。

６

地方圏では、「縮小する」が「拡大する」を上回っている。

第２章 ３．中古住宅流通市場の活性化①

住宅 価値向上 ためには中古住宅流通市場 活性化が必要であることを説明するとともに 中古住宅流

全住宅流通量に占める中古住宅流通戸数の割合の推移 中古住宅流通戸数と住宅ストックの比率の国際比較

➣ 住宅の価値向上のためには中古住宅流通市場の活性化が必要であることを説明するとともに、中古住宅流
通市場の現状や、市場の活性化に向けた課題と取組について説明。

11 912 1
13.0 12.313.1 

13.5 
12 1 12.4

13.5 
14 

16 

18 

140

160

180

中古住宅流通戸数 新設住宅着工戸数 中古／全体（中古＋新設）（右軸）
（万戸） （％） 6.7 

5
6 
7 
8 
（％）

イギリスでは１年間に住宅ス
トックの6.7％が中古住宅市
場で取引されているのに対し、
日本は0.3％。

8.0 

5.6 

7.9 
8.9 

10.1 
8.6 

9.9 
8.8 

10.2 
11.5 11.9 12.1 

12.3  12.1 11.5 
12.4 

4 

6 

8 

10 

12 

40
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100

120

0.3

3.3 

1 
2 
3 
4 
5 

0 

2 

0

20

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

資料：総務省「住宅統計調査」（平成５年）、「住宅・土地統計調査」（平成10年、平成15年、平成20年）、国土交通省「建築着工統計調査」

注：中古住宅流通戸数の平成５年、10年、15年、20年の値は、それぞれ１月から９月までの値をもとに推計したもの。

（年）
（平成）

0.3 
0 

日本

（平成20年）

イギリス

（平成19年）

アメリカ

(平成21年）
資料：日本…総務省「住宅・土地統計調査」

イギリス…The Department for Communities and Local Government 

米国…U.S. Department of Housing and Urban Development

NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS

中古住宅購入の前後に、61.8％の物件でリフォームが行われている（売主、買主双
方がリフォームを行った重複を除く）。そのなかでも、買主によるリフォームが多い。

中古住宅購入前後のリフォーム実施状況
NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS

5 9

10.5

売主（個人）がリフォーム済

売主（不動産会社）が

リフォーム済

➣ 中古住宅流通戸数が全住宅流通量に占める割合
は上昇しているが、中古住宅流通市場の規模は欧
米と比較すると未だ小さい。

➣ 中古住宅流通市場の活性化の程度とリフォーム
33.4

47.9

5.9

しなかった

買主が自らリフォーム

売主（個人）がリフォーム済

７

中古住宅流通市場 活性化 程度 リ ォ ム
投資等の間には密接な関係があるため、今後、資
産価値の向上のためには中古住宅流通市場の整備
を進めていくことが必要。

4.8

0 10 20 30 40 50

無回答

(%)

資料：一般社団法人不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査」（平成23年度）

注：全体には住宅の建て方不明を含む。
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第２章 ３．中古住宅流通市場の活性化②

不動産会社からのリフ ムの案内や提案の有無と住宅購入戸建て住宅のうち注文住宅が占める割合の日米比較 不動産会社からのリフォームの案内や提案の有無と住宅購入
（対中古住宅購入検討者）

戸建て住宅のうち注文住宅が占める割合の日米比較

提 無

新築を購入 中古を購入

70 

80 
日本 アメリカ（％）

日本では、将来の
住み替えを想定
せずに自らの好み

16.7 

38.8 

83.3 

61.2 

0 20 40 60 80 100

案内・提案有

案内・提案無

73.3  75.6  73.4  72.3 
30

40 

50 

60 
せずに自らの好み
に合った住宅を取
得している。

中古住宅購入を検討した者のうち、リフォームの案内・提案を受けた
者の方が 案内・提案を受けていない者よりも中古住宅を購入して

0  20  40  60  80  100 

資料：リクルート住宅総研「住宅購入者調査」（平成19年） （％）

29.1  30.1  29.3  28.1 

0 

10 

20 

30 

0 10 20 30 40 50 60
（％）

者の方が、案内・提案を受けていない者よりも中古住宅を購入して
いる割合が大きい。

中古住宅に抵抗がある理由

平成20 21 22 23 （年）

資料：国土交通省「建築着工統計調査」、U.S. Census Bureau 「New Residential  Construction」

55.2

32.9

20.5

18.4

新築住宅の方が、気持ちが良いから

中古住宅は間取りや仕様を自由に選べないから

中古住宅の方が、耐震性や断熱性等の品質が低いから

中古住宅のリフォーム費用やメンテナンス費用

が分からないから

➣ 中古住宅流通市場の整備に向けた課題として、
売り手と買い手の間の情報格差等がある。

➣ 市場への情報提供のため、不動産の取引価格に中古住宅のリフォーム費用やメンテナンス費用
が分からないから

15.3

14.6

11.7

9.8

が分からないから

抵抗はない

中古住宅の方が、品質に関する情報が少ないから

中古住宅の方が、

保証やアフターサービスが充実していないから

中古住宅の方が、価格の妥当性の判断が難しいから

関する情報の提供や土地の履歴に関する情報の提
供等の取組を行っている。

➣ 市場の活性化に向けては、仲介業者が適切な情
報提供やリフォームの提案等を行うことにより、買い手は情報不足

に対して 不安を感

が分からないから

中古住宅の方が、品質に関する情報が少ないから

4.1

1.4

1.6

中古住宅の方が、住宅ローンや税制面で不利だから

その他

わからない

資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」（平成23年度）

潜在的なニーズを顕在化させることが重要。

８

に対して、不安を感
じている。

第３章 東日本大震災後の不動産を巡る状況

➣ 不動産に関する被害の状況や 被災地等における不動産市場の動向（地価の動向 土地取引の動向 住

（％）

➣ 不動産に関する被害の状況や、被災地等における不動産市場の動向（地価の動向、土地取引の動向、住
宅市場の動向、オフィス市場の動向など）、震災を契機とした意識の変化について説明。

岩手県、宮城県、福島県の年間の地価変動率の推移 岩手県、宮城県、福島県のオフィスビルの空室率

盛岡市 仙台市 郡山市

23公示 24公示 23公示 24公示

岩手県 ▲ 4.9 ▲ 4.8 ▲ 7.6 ▲ 7.0

宮城県 ▲ 2.9 ▲ 0.7 ▲ 6.5 ▲ 3.9

（ ）

住宅地 商業地

16.7 16.8 15.3 
14.9 14.5 15.4 

19.7 
18.8 

14 3 12.5 12 1
13.0 

12.0 14 

16 

18 

20 

盛岡市 仙台市 郡山市
（％）

福島県 ▲ 3.4 ▲ 6.2 ▲ 4.3 ▲ 7.2

全　国 ▲ 2.7 ▲ 2.3 ▲ 3.8 ▲ 3.1

資料：国土交通省「地価公示」

注１：

注２ 23公示 平成23年地価公示（平成22年1月1日 平成23年1月1日）

前年よりも下落率縮小 前年よりも下落率拡大

14.3 12.5 
13.2 12.1 

6.8 6.8 6.8 6.6 

2

4 

6 

8 

10 

12 

震災後、被災地のオフィスビルの空室率は改善。
注２： 23公示 ：平成23年地価公示（平成22年1月1日 ～ 平成23年1月1日）

24公示 ：平成24年地価公示（平成23年1月1日 ～ 平成24年1月1日）

岩手県、宮城県、福島県の土地取引の動向（前年同月比）

0 

2 

Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

平成22 23 24

（期）

（年）

資料：シービーアールイー（株）

震災後、被災地のオフィスビルの空室率は改善。

50

60
岩手県 宮城県 福島県（％）

震災による国民の志向の変化（不動産について以前より気になること）
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40.7 

‐4.9 
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58.4

33.1

耐震性能

地盤の履歴

（地盤沈下や液状化の恐れの有無など）

自家発電設備や備蓄などの

‐40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

平成21 22 23 24

（月）

（年）

資料：法務省「法務統計月報」

30.7

24.6

6.4

自家発電設備や備蓄などの

災害への備えの有無

土砂崩れや津波による家屋の

損壊や浸水、流出等の危険性

職場や学校からの近さ 震災後、約６割が「耐震性能」に、
約３割が「地盤の履歴」「災害への

９

岩手県では震災後マイナス幅が拡大したが、昨年８月以降はプラスの月
もみられるようになった。宮城県でも震災後マイナス幅が拡大したが、昨
年６月以降はプラスとなっている。福島県では震災以降大幅なマイナスと
なったが、マイナス幅は縮小傾向にある。

3.0 

7.3

0 20 40 60

その他

わからない

（％）資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」（平成23年度）

約３割が 地盤の履歴」 災害 の
備えの有無」について以前より気
になるようになったと回答。
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【第２部・第３部】 土地に関する基本的な施策

第２部 土地に関して講じた施策

第３部 土地に関して講じようとする施策

➣ 第１章 土地に関する基本理念の普及等

➣ 第２章 土地に関する情報の整備

第３部 土地に関して講じようとする施策

➣ 第２章 土地に関する情報の整備

国土調査の推進、国土に関する情報の整備、登記制度の整備等

➣ 第３章 地価動向の的確な把握等

価 動産取 価格情報 供 動産鑑定評価 充実等地価公示、不動産取引価格情報の提供、不動産鑑定評価の充実等

➣ 第４章 不動産市場の整備等

不動産取引・投資市場の整備、土地税制における対応等

➣ 第５章 土地利用計画の整備・充実等

➣ 第６章 住宅対策等の推進

➣ 第７章 土地の有効利用等の推進

地域活性化・都市再生の推進、低・未利用地の利用促進等

➣ 第８章 環境保全等の推進

農地・森林・河川流域の適正な保全・利用の確保等

１０

農地 森林 河川流域の適正な保全 利用の確保等

➣ 第９章 東日本大震災と土地に関する復旧・復興施策

土地利用関連施策、住宅関連施策、土地情報関連施策、税制上の措置
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